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総合事業従来型通所サービス デイサービス敬愛園 重要事項説明書 

 

１、事業の目的と運営方針 

 要支援状態にある方に対し、適正な総合事業従来型通所サービスを提供することにより要

支援状態の維持・改善を目的とし、目標を設定して計画的にサービスを提供します。 

 また、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの

提供に努めます。 

 

２、事業の内容 

（１）提供できるサービスの地域 

   事業所名  デイサービス敬愛園 

   指定番号  平成１８年 ４月２８日指定 愛知県指定 第２３７４５００１２８号 

         ＊当事業所は、特別養護老人ホーム敬愛園に併設されています。 

   所在地   尾張旭市平子町長池上６４４７－１ 

   管理者の氏名  栁原 大介 

   電話番号  ０５６１－５３－９５０７ 

   FAX番号  ０５６１－５３－４３９５ 

   サービスを提供する地域  尾張旭市 

 

（２）事業所の従業者体制 

             職務の内容            常勤  非常勤  合計 

   管理者       業務の一元的な管理        １名   ―   １名 

   生活相談員     生活相談及び指導         ２名   ―   ２名 

                              （常勤兼務２名） 

   看護師又は准看護師 心身の健康管理、口腔衛生と機能の ６名   １名  ７名 

             チェック及び指導、保健衛生管理 （常勤兼務６名、非常勤兼務１名） 

   介護職員      介護業務             ４名   －  ４名 

                          （常勤兼務２名） 

   機能訓練指導員   身体機能の向上・健康維持のための ６名   １名  ７名 

             指導           （常勤兼務６名、非常勤兼務１名） 

 

（３）設備の概要 

  ○食堂 

   利用者全員が使用できる充分な広さを備えた食堂を設け、利用者全員が使用できる 

テーブル・いす・箸や食器類を備えています。 

   ○浴室 ２室（一般浴＜車イス浴も設備＞・機械浴） 

   浴室には利用者が使用しやすい適切なものを設けます。 

  ○洗面所及び便所 
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   必要に応じ各所に洗面所や便所を設けます。 

  ○機能訓練室 

   利用者が使用できる充分な広さを持つ機能訓練室を設け、目的に応じた機能訓練器具

等を備えます。 

  ○その他の設備 

   設備としてその他に、静養室・相談室を設けます。 

 

（４）定員及び営業時間帯 

   定員         １８名 

   営業日        月曜日～金曜日（祝日は、営業） 

（年末年始１２月２９日～１月３日までを除く） 

   営業時間       ８時３０分～１７時３０分 

   サービス提供時間   ９時３０分～１６時４０分 

 

３、サービス内容 

（１）送迎 

  ①送迎車により、事業所と自宅との間を行います。 

  ②通常の営業時間の利用の方を送迎します。 

 

（２）食事 

  利用者に合った食事を提供します。 

 

（３）入浴 

  見守りや直接介助により、入浴を提供します。 

 

（４）機能訓練 

  機能訓練指導員により、利用者の心身などの状況に応じて、日常生活を送るのに必要な

機能の回復又は、減退を防止するための訓練を実施します。 

。 

 

（５）生活相談 

  事業者の従業者はもとより、関係機関等と連絡調整し生活の向上を目指します。 

 

（６）レクリエーション 

  ・日常の中でできるレクをはじめ、季節にあったレクを企画・運営しています。 

  ・併設施設において実地される行事等に参加することができます。 

  ・行事によっては、別途参加料がかかるものもあります。 

 

（７）排泄 
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  随時、排泄介助をいたします。（オムツ利用の方はご持参ください） 

４、利用料金 

  厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該総合事業従来型サービスが法定代理

受領サービスであるときは、介護保険法による介護報酬の告示上の額として設定します。 

  介護報酬告示額 

（１）基本料金（１月当たり） 

           単位数    利用者負担額（１割）    利用者負担額（２割） 

    要支援１   １，７９８単位     １，８４６円           ３，６９２円 

  要支援２   ３，６２１単位     ３，７１８円      ７，４３６円 

（２）加算料金等 

  サービス提供体制加算Ⅲ 

  要支援１          ２４単位          ２４円 

  要支援２          ４８単位          ４８円 

 

科学的介護推進体制加算   ４０単位          ４０円 

  介護職員等処遇改善加算Ⅱ   ９．０％（一ヶ月につき９．０％加算されます）     

 ＊地域区分６級地となるため１単位当たり１０．２７円での計算となります。 

  ※別紙の料金表にて料金提示あり。ご確認下さい。 

 その他の費用 

 （１）食材費                ６００円/１日 

   （特別食な食事に関する費用は、別途にて請求） 

 （２）おむつ代(必要に応じて)         ５０円/１枚 

 

５、利用料金のお支払方法 

 ・支払い基準 ： 月末締め  翌月払い 

 ①金融機関・郵便局からの自動引落 

   所定の用紙にて口座の登録をして頂きます。 

   利用月の翌月 27日に引落（27日が土日祝日の場合は翌日） 

   ※口座引落が開始されるまでの期間は指定口座への振込をお願いします。 

 ②指定口座への振込 

    金融機関名：名古屋銀行  尾張旭支店 

      口座 ：普通  番号 ３１６５６５５ 

    振込み先 ：社会福祉法人 敬愛会 デイサービス敬愛園 

          施設長 栁原 大介 

 

 ＊振込手数料は各自にてご負担下さい 

 ＊利用者のお名前で振り込んで下さい 

請求書が届いた月の月末までにお願いします。 

６、サービス利用に当たっての留意事項 
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 ①利用者又は、その家族は、体調の変化があった際には事業所の従業者にご一報下さい。 

 ②利用者は、事業所内の機械及び器具を利用される際、必ず従業者に声をかけて下さい。 

 ③事業所内での金銭及び食物等のやりとりは、ご遠慮下さい。 

 ④従業者に対する贈物や飲食のもてなしは、お受けできません。 

 ⑤お弁当の持込みはご希望により応じておりますが、持ち込まれた弁当等の管理や衛生面 

  及びこれに関わる事故（食中毒等）につきましては、責任を負いかねますのでご了承く 

  ださい。 

 

７、非常災害対策 

  事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係 

機関と連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ防災計画を作成し、防災計画に基 

づき、年２回利用者及び従業者等の訓練を行います。 

 

８、緊急時の対応 

 サービス提供時に利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合は、速やかに主治医や

協力医療機関へ連絡等必要な措置を講じます。 

 

９、事故発生時の対応 

 サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町村、関係医療機関等への連絡 

を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった措置について記録し、賠 

償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。 

   

１０、守秘義務に関する対策   

  事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保守します。 

また、退職後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、従業者との雇用契約の内容と 

 しています。 

 

１１、利用者の尊厳 

 利用者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し、従業者教育を行います。 

 

１２、身体拘束の禁止 

 原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。 

ただし、緊急やむ得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及びその家 

族へ十分な説明を行い、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の 

状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。 
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１３、苦情相談窓口 

 ＊サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

  ご相談室 窓口担当者 ： 生活相談員 

  ご利用時間 ： 月～金曜日 ９時００分～１７時００分 

  ご利用方法 ： 電話  ０５６１－５３－９５０７ 

 ＊公的機関においても、次の機関において苦情申し出ができます。 

 

  ○尾張旭市役所 健康福祉部長寿課指定・指導グループ 

      尾張旭市東大道町原田２６００番地１ 

      電話番号：０５６１－７６－８１４３（直通） 

      FAX番号：０５６１－５２－０８３１ 

      受付時間：９時００分～１７時００分（土日、祝日を除く） 

  ○瀬戸市役所 高齢福祉課 

      瀬戸市追分町６４番地１ 

      電話番号：０５６１－８８－２６２２（直通） 

      FAX番号：０５６１－８８－２６２５ 

      受付時間：９時００分～１７時００分（土日、祝日を除く） 

  ○名古屋市守山区役所福祉部介護福祉課 

      名古屋市守山区小幡１丁目３番地１号 

      電話番号：０５２－７９６－４６０３（直通） 

      FAX番号：０５２－７９３－１４５１ 

      受付時間：９時００分～１７時００分（土日、祝日を除く） 

  ○愛知県国民健康保険団体連合会 介護保険課 

      名古屋市東区泉１丁目６番５号 

      電話番号：０５２－９７１－４１６５（苦情専用直通電話） 

      受付時間：９時００分～１７時００分（土日、祝日を除く） 

  ○第三者委員 

      宮島 貴美子  TEL ０９０－５４５３－０１２７ 

      山内 正道   TEL ０５２－７３６－３０３２ 

 

１４、協力医療機関 

 事業所は、下記の医療機関に協力を頂き、速やかに対応をお願いするようにしています。 

  ・協力医療機関 

     ・名称    旭労災病院 

     ・住所    尾張旭市平子町北６１番地 

  ＊緊急時の連絡先 

   なお、緊急の場合には、「緊急時連絡先」にご記入いただいた連絡先へ連絡します。 
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１５、損害賠償について 

 当事業所において、事業所の責任によりご利用者様に生じた損害については、事業者は、 

速やかにその損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

 ただし、損害の発生について、ご利用者様に故意又は過失が認められた場合には、ご利用 

者様の置かれた心身の状況等を斟酌して減額するが相当と認められた場合には、事業者の損 

害賠償責任を減じさせていただきます。 

 

１６、職員の配置状況 

  介護職員    ・・・ 利用者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助

言等を行います。 

  生活相談員   ・・・ 利用者の日常生活上の相談に応じ適宜生活支援を行います。 

 

  看護職員    ・・・ 主に利用者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生

活上の介護・介助等も行います。 

  機能訓練指導員 ・・・ 利用者の機能訓練を担当します。（看護職員兼務） 

 

１７、契約締結時からサービス提供までの流れ 

（１）利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「総合事業従来 

型通所サービス計画又は介護予防ケアマネジメント」の内容を踏まえ、契約締結後に作 

成する「総合事業従来型通所サービス計画」に定めます。契約締結からサービス提供ま 

での流れは次のとおりです 

。 

① 介護支援専門員（ケアマネージャー）による必要な調査、総合事業従来型 

サービス計画の原案を作成します。 

② その担当者は総合事業従来型通所サービス計画の原案について、利用者及びその家族

に対して説明し、同意を得た上で決定します。 

③ 総合事業従来型通所サービス計画は、総合事業従来型通所サービス又は介護予防ケア

マネジメントが変更された場合、もしくは利用者及びその家族等の要請応 

 じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要がある場合には、利用者及び 

 その家族等協議して、総合事業従来型通所サービスを変更します。 

  ④総合事業従来型通所サービス計画が変更された場合には、契約者に対して書面を交 

付し、その内容を確認していただきます。 

 

 （２）利用者に関わる「総合事業従来型通所サービス計画又は介護予防ケアマネジメント」 

が作成されていない場合のサービス提供の流れは次のとおりです。 

  ①要介護認定を受けている場合 

   ・居宅介護支援事業所の紹介等必要な支援を行います。 

   ・総合事業従来型通所サービス計画を作成し、それに基づき利用者 

    にサービスを提供します。 
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   ・介護保険給付対象サービスについては、利用料金を一旦全額お支払いいただきます。 

               ↓ 

    総合事業従来型通所サービス計画又は介護予防ケアマネジメントの作成 

               ↓ 

   ・作成された総合事業従来型通所サービス計画又は介護予防ケアマネジメントに沿っ 

て、総合事業従来型通所サービス計画を作成し、それに基づき利用者にサー 

    ビスを提供します。 

・介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付額を除いた料金（自己負担額） 

 を支払いいただきます。 

 

②要介護認定を受けてない場合 

 ・居宅介護支援事業者の紹介等必要な支援を行います。 

 ・総合事業従来型通所サービス計画を作成し、それに基づき利用者に 

  サービスを提供します。 

 ・介護保険給付対象サービスについては、利用料金を一旦全額お支払い頂きます。 

      ↓                     ↓ 

 要支援と認定された場合           自立と認定された場合 

・総合事業従来型通所サービス計画又は介護予防ケアマネジメント  ・契約は終了します。 

 を作成していただきます。必要に応じて居宅  ・既に実施されたサービスの利用料 

 介護支援事業者の紹介等の支援を行います。   金は、全額自己負担となります。 

      ↓ 

 総合事業従来型通所サービス計画又は介護予防ケアマネジメントの作成 

      ↓ 

・作成された総合事業従来型通所サービス計画又は介護予防ケアマネジメントの作成に沿

って、総合事業従来型通所サービス計画を作成し、それに基づき利用者にサービ 

 スを提供します。 

・介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金（自己負担額） 

 をお支払いいただきます。 

 

１８、サービス提供における事業者の義務 

  当事業所は、利用者に対してサービス提供するにあたって、利用者の生命・身体・生活 

 環境等の安全確保やプライバシーの保護などに配慮するなど義務を負います。 

  当事業所では、利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

 ①利用者の生命・身体・財物の安全確保に配慮します。 

 ②利用者の体調・健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員との連携のうえ、 

  利用者から聴取、確認します。 

 ③非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、利用者に対して定期的に避難、救出 

  その他必要な訓練を行います。 

 ④利用者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するとともに契約者の請 



8 

 

  求に応じて閲覧させ、被写物を交付します。 

 ⑤利用者に対する身体拘束その他行動を制限する行為を行いません。 

  但し、利用者又は他の利用者等の生命・身体を保護するために緊急やむを得ない場合 

  には、記録の記載をするなど適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。 

 ⑥利用者のサービス提供時において、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合 

  には、速やかに主治医又はあらかじめ定められた協力医療機関への連絡を行う等必要な 

  処置を講じます。 

 ⑦事業者又は職員は、サービスを提供するにあたって知り得た利用者又は家族に関する事 

  項を正当な理由なく第三者に洩らしません。（守秘義務） 

  但し、利用者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等に利用者の心身等の 

  情報を提供します。 

 

１９、サービス利用に関する留意事項 

 （１）施設・設備の使用上の注意 

  ・施設・設備・敷地を本来の用途に従って利用して下さい。 

  ・故意または、わずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設・設備を壊した 

      り、汚したりした場合には、利用者の自己負担により原状に復していただくか、相当 

      の代価をお支払いいただく場合があります。 

  ・当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動・政治活動・営利 

   活動を行うことはできません。 

 

  

 （２）喫煙 

  ・事業所内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。 

 

 （３）健康管理 

  ・利用者の健康管理のため健康診断書を提出していただきます。（有効期間６カ月） 

   また、途中入所等の事情により必要と認められる場合は健康診断書の提出を求め 

   ます。 

 

 （４）持ち物 

  ・持ち物には必ず名前を明記してください。 

  ・貴重品・食べ物・他の利用者の迷惑となるものの持込みは禁止。 

 

 （５）利用の中止 

  ・利用当日、自宅を出発前に体調不良である場合は、利用を中止させていただく場合が 

   あります。当事業所へ到着後、体調不良であることが判明した場合、その時点で利用 

   中止し自宅へ送ることとします。＊料金は頂きません。 

  ・利用中、体調が急変した場合は、家族へ連絡し迎えに来ていただくか、職員がご自宅 
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へ送ります。（病院への搬送を希望される場合、搬送先は旭労災病院とさせていただき 

ます。家族との連絡がとれず病院への搬送が必要な場合、職員が旭労災病院へ搬送しま 

す。）＊利用途中でのサービス利用中止の場合は、正規料金を負担していただきます。 

 

２０、サービス利用をやめる場合（契約の終了について） 

  契約の有効期間は、契約の締結の日から要介護認定有効期間の満了日ですが、契約期間

満了の 7日前までに、利用者又は利用者代理人から書面による契約終了の申し入れが

ない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様となります。 

 契約期間中は、以下のような事由がない限り継続してサービスを利用することができます 

が、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は、終了します。 

  ①利用者が死亡した場合 

  ②要支援認定により利用者の心身の状況が自立と判断された場合 

  ③事業者が解散・破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合 

  ④施設の減失や重大な毀損により利用者に対するサービスの提供が不可能になった場合 

  ⑤当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

  ⑥契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照ください） 

  ⑦事業者から契約解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照ください） 

 

 （１）契約者からの解約・契約解除の申し出 

   契約の有効期間であっても、契約者から利用契約解除することができます。 

  但し、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

② 事業所の運営規定の変更に同意できない場合 

③ 利用者が入院された場合 

④ 利用者の「介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント」が変更された場

合 

⑤ 事業所はもしくは職員が正当な理由なく本契約に定める介護予防通所介護及び第一

通所事業を実施しない場合 

⑥ 事業者もしくは職員が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけ又

は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情があると認められる場

合 

⑦ 他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れが

ある場合 

 

 （２）事業者からの契約解除の申し出 

  ①契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを 

   告げず又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ

た場合 

  ②契約者によるサービス利用料金の支払いが３カ月以上遅延し、相当期間を定めた催告
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にもかかわらずこれが支払われない場合 

  ③利用者及びその家族による故意又は重大な過失により、事業所又は職員もしくは他の

利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ又は著しい不信行為（暴言・暴力等）

を行うなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

 

 （３）契約の終了に伴う援助 

   契約が終了する場合には、事業所は利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案

し、必要な援助を行うよう努めます。 
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令和   年   月   日   

 

 指定総合事業従来型通所サービスの開始に当たり、利用者に対して契約書及び本 

書に基づいて重要な事項を説明し交付しました。 

 

＜事業者＞ 

所在地   愛知県尾張旭市平子町長池上６４４７－１ 

事業所名  デイサービス 敬愛園 

     （指定番号 第２３７４５００１２８） 

TEL    ０５６１－５３－９５０７ 

FAX    ０５６１－５３－４３９５ 

 

管理者名         栁原 大介   印 

 

 

説明者（生活相談員）   草間 玲奈   印 

 

 

令和   年   月   日   

 

 私は、契約書及び本書面により、事業所から指定介護予防通所介護及び第一号通所事業に 

ついて重要事項説明を受け同意しました。 

 

＜利用者＞ 

  

  住所 

 

 

 氏名                印 

 

＜利用者代理人（選任した場合）＞ 

  

  住所 

 

 

 氏名                印  （続柄       ） 

 


